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2010～2014 年（平成 22～26 年）の 5年間の南丹市の観光入込客数と観光消費額の推移をみ

ると、観光入込客数は横ばいであるが、観光消費額は 2011 年以降、増加傾向で推移している。

なお、2015 年（平成 27 年）の南丹市の観光入込客数及び観光消費額は、いずれも前年より

増加している。（観光入込客数：1,912,960 人、観光消費額：2,679,986 千円） 

2013～2015 年（平成 25～27 年）の京都府内の市町村の観光入込客数と観光消費額を比較する

と、京都府内 26 市町村の中で南丹市は観光入込客数が 8番目、観光消費額は 7番目に多くなっ

ている。 
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＜事業所数の推移＞ 

事業所数〔平成 21 年経済センサスを基に集計〕 

 総計 農林・

漁業 

建設業 製造業 情報・

通信業

卸売業 

・小売業

飲食業 

・宿泊業

不動産業 

・金融業 

サービ

ス業 

南丹市 1,712 27 274 189 7 414 267 86 448

 
事業所数〔平成 24 年経済センサスを基に集計〕 

 総計 農林・

漁業 

建設業 製造業 情報・

通信業

卸売業 

・小売業

飲食業 

・宿泊業

不動産業 

・金融業 

サービ

ス業 

南丹市 1,516 22 221 193 7 367 256 90 360

 
南丹市内の事業所数は上記となっており、卸売業・小売業及びサービス業が全体の半数以上を

占めている。次いで建設業、飲食業・宿泊業、製造業が多くなっている。 

近年は事業所の廃業が多くなっており、上記の通り、事業所数は全体的に減少推移となってい

る。 

 

2.南丹市商工会の現状 
当商工会は、市合併の 2年後、平成 20 年 4 月 1 日に 4町(美山町、日吉町、園部町、八木町)

が合併し誕生した。 

合併時の商工業者数 1,491 事業所 ⇒ 現在の商工業者数 1,352 事業所 

経営者の高齢化に伴う廃業及び後継者難が主な原因により、地域内の商工業者数は年々減少傾

向となっている。 

合併後、当商工会は旧 4町(美山町、日吉町、園部町、八木町)の異なる地域特性を熟知するた

め、積極的な巡回訪問により、南丹市内各事業所の経営内容及び実態把握に努めてきた。 

古くから残る旧町意識を払拭し、従来から取り組んで来た支援スタイルからの脱却を図った。

しかしながら、地域の違いは大きいものがあり、全てにおいて合意形成を図ることは困難を極

め、各地域の事業所に認知してもらい、信頼関係が構築されるまで予想以上に時間を要している。

よって、各事業所のニーズに合致した、きめ細かな継続支援に繋がるまでに至っておらず、当

商工会の組織的な支援の方向性を共有し、計画性のある統一的な手法による明確な支援体制（ス

タンス）が確立されていない状況である。 

また、市内事業所においても経営者の高齢化の進展に伴う廃業数が新規の創業・開業数を大き

く上回る厳しい経営環境が続いており、現在に至っている。 

 

Ⅱ.課題 
国の地方創生に連動するかたちで、南丹市における人口減少に伴う地域課題に対応するため

に、今後市が目指すべき方向性を示す「南丹市人口ビジョン」（＊）が策定されている。    

また、同時に人口減少対策と地域活性化を総合的かつ効果的に推進していくため、地方版総合

戦略として平成 27 年（2015 年）に南丹市が策定した「南丹市地域創生戦略」（＊）がある。 

この「南丹市地域創生戦略」における目標設定や必要な施策・事業を検討する上で、重要な基

礎資料となる「南丹市人口ビジョン」にて住民へのアンケート調査における以下の分析結果が得

られている。 

（＊）「南丹市人口ビジョン」・・・2015 年から 2060 年までの対象期間において人口の現状や人口の

推計を分析することで、市の人口動向の特性と課題を把握し、目標とする将来人口と将来人口に基づ
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く将来の展望を提示している。現状、南丹市の人口推移は現在の 35,000 人から 2060 年には 18,000

人程度にまで減少することが見込まれている。この多大な人口減少を防ぐため、目標人口（2060 年

において 24,800 人程度の人口規模）の達成を目指しており、これら地方創生の取り組みを「総合戦

略」として明示し、その着実な遂行を図っている。 

 

（＊）「南丹市地域創生戦略」・・・2015（平成 27）年度から 2019（平成 31）年度までの 5年間に取

り組んでいく戦略であり、市の最上位計画である「南丹市総合振興計画」（＊）と密接に関係するも

のであり、「南丹市人口ビジョン」で示した目標人口を達成するために必要な４つの政策（基本目標）

が示されており、これを実現するための施策・事業を戦略的に構築し、地域創生の取り組みを推進し

ている。 

 

（＊）「南丹市総合振興計画」・・・南丹市が実施するあらゆる分野における施策について、長期的な

視点に立って取りまとめた、まちづくりの指針となる計画であり、基本構想・基本計画・実施計画に

より構成されている。基本構想は当初計画策定した平成 20 年 3 月から 10 年後（平成 29 年度）の南

丹市を展望し、まちの将来像とこれを達成するまでの基本方針を示している。基本計画は将来像を達

成するための施策方針である。平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 年間を前期基本計画、平成 25

年度から平成 29 年度までの 5年間を後期基本計画の期間としている。実施計画は基本計画に定めら

れた施策方針を財政的な裏付けを持って実施していくために具体的な事業を示している。 

        
〔南丹市総合振興計画と人口ビジョン・創生戦略の関係イメージ図〕 
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＜住民アンケート調査の分析結果＞〔主要な関連項目を抜粋〕 

  
 

【南丹市の魅力】⇒「公園や自然環境」が 57.8％と全体の半数以上で最も多い 

         
 
【人口減少を克服するために最も重視すべき市が取り組むべきこと】 

⇒「経済の活性化」（22.6％）と「地域活性化やにぎわい創出」（9.1％）の合計で全体の 3割を超

え、最も多い 
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【地域経済の活性化のために力を入れるべき取り組み】 

 ⇒「企業誘致、起業しやすい環境の整備などによる新規産業の創出」（54.3％）が全体の半数以上
で最も多く、次いで「自然など本市の素材を生かした観光産業の振興」（32.3％）、「６次産業化・

ブランド化などによる農林水産業の振興」（31.4％）がそれぞれ全体の 3 割を超え、「生産性向

上や商圏拡大の支援などによる商工業の振興」（26.0％）が全体の 4分の 1を占めている 

        
 

1.南丹市の地域課題 
上記アンケート調査の分析結果より、南丹市の最大の強みとして豊富な自然環境が挙げられ

る。 

また、今後将来にわたって人口減少を食い止めるために市が取り組むべきこととして、経済の

活性化と地域活性化やにぎわい創出が重視されており、重点課題と捉えられる。さらに、地域経

済の活性化のために力を入れるべき取り組みとして、企業誘致、起業がしやすい環境の整備など

による新規産業の創出、自然など市の素材を生かした観光産業の振興、６次産業化・ブランド化

などによる農林水産業の振興、生産性向上や商圏拡大の支援などによる商工業の振興が挙げられ

ている。 

これら地域課題を解決していくことが、地域の総合経済団体である当商工会にとっての使命で

あり、責務であると認識される。 

以下、当商工会の地域課題への取り組み状況についてそれぞれ検証していく。 

 
＜当商工会で把握している地域課題について＞ 

①経営者の高齢化及び後継者難による廃業の増加 

   これまで、経営改善普及事業を中心とする従来の税務や金融、労務など個別の経営相談やセミ

ナーの開催・実施などによって、小規模事業者への支援を行ってきたが、事業承継や第二創業な

ど廃業を防ぐための具体的な取り組みは出来ていなかった。 

②中心市街地・商店街の衰退化 

   これまで、南丹市中心市街地活性化委員会の構成団体として南丹市・ＮＰＯ法人にぎわいコ
ンソーシアムそのべと協力体制を採りながら、そのべ軽トラ市・そのべまちゼミ・まちなかセ
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ミナーなどイベントの開催実施をサポートしてきたが、個店の売上アップに結びつく直接的な

取り組みは出来ていなかった。 

 

＜南丹市総合振興計画の基本計画で掲げられている地域課題について＞ 

①商工業者の衰退化 
これまで上記の通り、経営改善普及事業を中心とする従来の税務や金融、労務など個別の経営

相談やセミナーの開催・実施などによって、小規模事業者への支援を行ってきたが、販路開拓な

ど個社の売上アップに結びつく直接的な取り組みは出来ていなかった。 

②観光産業の強化 

   これまで、市内各地域の観光協会と協力して各地域イベントの実施をサポートしてきたが、一

過性のものが多く、観光をメインにした継続的な取り組みは出来ていなかった。 

③地域ブランド化の取り組み強化 

   これまで、特産品開発など地域資源を活用した具体的な取り組みは出来ていなかった。 

 

2.南丹市商工会の課題 
 ①地域内小規模事業者の経営状況・地域経済環境の実態把握が不十分 

 ②地域内事業所のニーズに合致した、きめ細かな継続支援が出来ていない 

③当商工会において組織的な支援の方向性の共有化が図れておらず、計画性のある統一的な手

法による明確な支援体制（スタンス）が確立されていない 

④売上向上に直結する販路開拓支援が十分出来ていない 

⑤異なる地域特性から地域内の一部の小規模事業者支援にとどまっており、地域内の小規模 

事業者全体の支援に波及していない 

⑥経営支援の内容と質的変化を感じ取り、経営改善普及事業を中心とする従来の支援スタイ 

ルからの転換が図れていない 

 

Ⅲ.中長期的な振興のあり方 
当商工会において、南丹市総合振興計画の後期基本計画（期間：平成 25 年度から平成 29 年度

までの 5年間）（＊）及び「南丹市地域創生戦略」（期間：平成 27 年度から平成 31 年度までの 5

年間）（＊）に掲げられているテーマ及び施策を踏まえた取り組みを事業実施していく必要があ

る。 

また、国の産業競争力強化法に基づいて平成 27 年（2015 年）に南丹市が策定した「創業支援

事業計画」（国より第 6 回認定を受けている）においても当商工会と連携協力し、創業支援への

取り組みの体制強化を図っていくことが求められている。 

よって、当商工会は地域の小規模事業者が地域経済及び地域社会の担い手として地域住民を支

える重要な存在であるという基本的認識の下に、地域の総合経済団体及び小規模事業者支援機関

としての役割を果たし、地域の小規模事業者が持続的発展を成し遂げることで、地域経済の活性

化や地域産業の振興及び産業力強化へ繋げられるよう、地域貢献していく。 

 
（＊）南丹市総合振興計画の後期基本計画にて掲げられている当商工会が関連する主なテーマ及び施

策・・・起業支援の推進、南丹ブランド生産者等への支援・南丹ブランドの販路拡大、観光ネットワ

ークの確立・イベント運営の効率化・情報発信とＰＲの強化・観光業の振興・交流事業の促進、商業

の振興、産業を担う人材育成のための支援 

 
（＊）南丹市地域創生戦略にて掲げられている当商工会が関連する主なテーマ及び施策・・・新たな

「しごと」にチャレンジする就業・起業支援（創業・起業の支援）、地域資源を活用した産業力強化

（小規模企業等への支援、地域ブランドの創生・拡大、エコツーリズムの推進）、観光・交流の拡大
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に向けた魅力の創出（観光まちづくりの推進、エコツーリズム等の推進） 

 

Ⅳ.経営発達支援計画の目標 
上記を踏まえ、当商工会は 

①小規模事業者の経営安定化と持続的発展に向けた事業計画の策定により売上が立つ支援 

②創業・起業者など新たな「しごと」の創出に挑戦（チャレンジ）する方への支援 

③関係機関との連携・ネットワーク構築を活かした販路開拓支援 

④地域資源を活用した南丹の地域ブランド創生・拡大に向けた支援 

⑤観光産業の振興・強化に繋がる支援 

を目標に掲げる。 

 

Ⅴ.方針 
上記の目標達成に向けた事業実施の取り組み方針として 

①南丹市内全体の小規模事業者への支援を念頭に置き、地域内事業所のニーズに合致したきめ

細かな継続支援を行っていく 

②南丹市創業支援事業計画を踏まえ、南丹市・地元金融機関・京都府・京都産業 21・ＮＰＯ

法人にぎわいコンソーシアムそのべ等と連携し、創業・起業の促進を図っていく 

③京都府、京都産業 21、京都府よろず支援拠点、南丹市、地元金融機関、その他ミラサポ、

中小機構等の支援機関及び関係機関とのネットワークを活かし、売上向上に直結する支援を

展開していく 

④南丹市の強みである地域資源（自然環境）を活用した特産品開発など地域資源活用事業支援

を推進していく 

⑤南丹市の魅力である地域資源（自然環境・観光資源）を生かした観光サービスの開発や販路

開拓支援など観光産業支援を南丹市地域内の関係機関と連携して実施していく 

上記の方針に沿って４つの基本指針からなる６つの事業を実施する 

＜当商工会経営発達支援計画の主な事業内容＞ 

1．地域経済動向調査（指針③） 

地域経済分析システムＲＥＳＡＳ（リーサス）有効活用による「稼ぐ力」把握と現状分析 

2．経営状況の分析（指針①） 

    会計ソフト・ローカルベンチマーク利用による財務・非財務分析、経営分析セミナーの開催、
南丹市内事業所情報データベース構築 

3．事業計画の策定支援（指針②） 

    経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」有効活用による経営計画作成支援、経営計画作
成セミナー及び創業セミナーの開催 

4．事業計画策定後の実施支援（指針②） 

    年 4 回（四半期に１度程度）以上の定期的なフォローアップ及び相談（指導・助言）実施 

5．需要動向調査（指針③） 

    外部専門機関への調査委託による需要動向情報の取得・提供、顧客（市場及び消費者）ニー

ズ把握 

6．新たな需要の開拓に寄与する事業（指針④） 

    地域資源活用事業支援、観光産業支援、物産展・展示会・商談会への出展やＩＴ活用など新
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たな需要開拓に繋がる販路開拓支援 

 
＜当商工会の目標達成に向けた取り組み方針と経営発達支援計画に基づく事業実施のイメージ

図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

I. 経営発達支援事業の内容 
 

１．地域の経済動向調査に関すること【指針③】 
 
〔現状と課題〕 

様々な関係機関より各種調査結果が示されているものの、具体的な小規模事業者支援への活用に

は至っていない。総じて地域全体の経済動向に関する現状分析及び実態把握が十分出来ていない。

  そのため、以下に記載する手法により、地域の経済動向に関する情報の収集・整理・分析・提供

を新たに実施する。 
 
〔目的〕 

地域全体の経済動向に関する現状分析及び実態把握を行うことで、小規模事業者の持続的発展に

向けた事業計画を策定する上での基礎情報の取得や外部環境分析などの経営分析に必要な地域経

済基礎データの取得を主体とする小規模事業者支援へ活用する。 
 
〔事業内容〕 
（１）地域全体の経済動向、特に地場産業に関する現状分析及び実態把握のため、地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リーサス）の有効活用による「稼ぐ力」把握と現状分析を行う。 
産業マップメニューの全産業花火図にて産業構造の全体像（売上高・付加価値額の算出によ

る産業構成割合、稼いでいる産業はどこか）、産業別花火図にて産業同士のつながり（取引関

係）、企業別花火図にて企業同士のつながり（取引関係）を捉え、どこにどう売り込むか、ど

ことどう連携するかを把握し、情報収集・整理分析する。 
産業マップメニューにて南丹市の産業構造分析を行い、サプライチェーンを把握するなど、

ビッグデータを活用することで地域全体の経済動向の見える化が図られる。 
これら調査分析結果については、全て会員向け会報誌及び本会ホームページ上にて公表する

ほか、巡回・窓口相談やＦＡＸ等で管内小規模事業者へ定期的に情報提供を行う。 
また、年１回の頻度で南丹市地域経済動向調査報告書〔ＲＥＳＡＳ（リーサス）版〕（リポ

ート形式及び速報形式）にまとめて提供する。 
    これにより、小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画を策定する上での基礎データの取

得や経営分析における外部環境分析を主体とする小規模事業者支援へ活用する。 
さらに、小規模事業者の需要開拓の参考資料としても利用する。 

 
（２）地域全体の経済動向、特に観光産業に関する現状分析及び実態把握のため、地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リーサス）の有効活用による「稼ぐ力」把握と現状分析を行う。 
観光マップメニューの From－to 分析（滞在人口）・滞在人口率・メッシュ分析（流動人口）・

目的地分析にて南丹市に滞在した人が「どこ」から来たか、「いつ」滞在人口が多いか（増え

るか）、「人気」の観光スポット、観光施設の「人気度（注目度）」を把握し、情報収集・整理

分析する。 
観光マップメニューにて南丹市の観光動向分析を行い、観光動向を把握するなど、ビッグデ
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ータを活用することで見える化が図られる。 
これら調査分析結果については、全て会員向け会報誌及び本会ホームページ上にて公表するほ

か、巡回・窓口相談やＦＡＸ等で管内小規模事業者へ定期的に情報提供を行う。 
また、年１回の頻度で南丹市地域経済動向調査報告書〔ＲＥＳＡＳ（リーサス）版〕（リポー

ト形式及び速報形式）にまとめて提供する。 
   これにより、小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画を策定する上での基礎データの取得

や経営分析における外部環境分析を主体とする小規模事業者支援へ活用する。 
さらに、小規模事業者の需要開拓及び南丹市の重要な観光資源である美山かやぶきの里、るり

渓高原など交流人口の増加を図る施策の参考資料としても利用する。 
 

  

  
〔地域経済分析システム＜ＲＥＳＡＳ（リーサス）＞イメージ図〕 

 
（３）地域全体の経済動向、特に南丹市地域経済の特徴や南丹市内全域に関する現状分析及び実態

把握のため、関係機関から発表されている各種調査結果を活用した地域の経済動向に関する情

報の収集・整理・分析を行う。 
京都銀行が発表する京銀クォータリーサーベイ／京都経済情勢レポートにて産業全体及び 
業界・業種の動向トピックス及び帝国データバンクが発表しているＴＤＢ景気動向調査（近畿

ブロック・京都府）にて景気ＤＩ・規模別ＤＩ・業界別ＤＩ・先行き見通しＤＩを四半期（3

ヶ月）毎に情報収集・整理分析する。 
これら調査分析結果については、全て会員向け会報誌及び本会ホームページ上にて公表する

ほか、巡回・窓口相談やＦＡＸ等で管内小規模事業者へ定期的に情報提供を行う。 
また、年４回の頻度で南丹市地域経済動向調査報告書〔関係機関版〕（リポート形式及び速

報形式）にまとめて提供する。 
    これにより、小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画を策定する上での基礎データの取

得や経営分析における外部環境分析を主体とする小規模事業者支援へ活用する。 
さらに、小規模事業者の需要開拓の参考資料としても利用する。 

 
（４）地域全体の経済動向、特に南丹市地域経済の特徴や南丹市内の産業全体及び業種別の経済動

向に関する現状分析及び実態把握のため、京都府商工会連合会及び全国商工会連合会の景況調

査アンケートのヒアリング結果（産業別に製造業・建設業・小売業・サービス業の４種類ある

調査票を利用し、南丹市内１５事業所へ直接ヒアリング）を基に南丹市内の産業全体及び業種
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別の売上・採算状況を四半期（3ヶ月）毎に情報収集・整理分析を行う。 
さらに、南丹市以外の京都府内全域の産業全体及び業種別の売上・採算状況を四半期（3ヶ

月）毎に情報収集・整理分析する。 
これら調査分析結果については、全て会員向け会報誌及び本会ホームページ上にて公表する

ほか、巡回・窓口相談やＦＡＸ等で管内小規模事業者へ定期的に情報提供を行う。 
また、年４回の頻度で南丹市地域経済動向調査報告書〔関係機関版〕（リポート形式及び速

報形式）にまとめて提供する。 
    これにより、小規模事業者の持続的発展に向けた事業計画を策定する上での基礎データの取

得や経営分析における外部環境分析を主体とする小規模事業者支援へ活用する。 
さらに、小規模事業者の需要開拓の参考資料としても利用する。 

 
【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）産業マップメ

ニューによる調査、南

丹市地域経済動向調

査報告書の作成及び

提供〔ＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）版〕 

回 
 
 

 

0 1 1 1 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1

（２）地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）観光マップメ

ニューによる調査、南

丹市地域経済動向調

査報告書の作成及び

提供〔ＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）版〕 

回 0 1 1 1 1 1

（３）関係機関（京都 
銀行・帝国データバン 
ク）発表の各種調査結 
果の活用、南丹市地域 
経済動向調査報告書 
の作成及び提供〔関係 
機関版〕 

回 
 
 
 
 

0 4 4 4 

 

 

 
  

4 

 

 

 
 

4

（４）関係機関（京都 
府商工会連合会及び 
全国商工会連合会の 
景況調査アンケート 
のヒアリング結果）発 
表の各種調査結果の 
活用、南丹市地域経済 
動向調査報告書の作 

回 
 
 
 
 

2 4 4 4 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

4
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成及び提供〔関係機関 
版〕 
現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
 
 ２．経営状況の分析に関すること【指針①】 
 
〔現状と課題〕 

巡回指導・窓口指導・各種経営相談などによる個社へのヒアリングを行っているが、経営分析の

手法や情報データの蓄積・利活用及び運用の仕組みが確立しておらず、具体的な小規模事業者支援

への活用には至っていない。 
よって、個社との接触頻度の向上及びアプローチを強化することで現状の実態把握を行い、以下

に記載する経営分析の手法や情報データの蓄積・利活用及び運用の仕組みを新たに確立させる。 
 
〔目的・支援に対する考え方〕 

個社の基礎情報を収集・取得し、地域経済動向調査及び需要動向調査の結果を踏まえ、個社向け

に経営状況の分析を行うことで現状の実態を的確に把握し、需要を見据えた事業計画の策定など持

続的発展に向けた具体的な小規模事業者支援へ活用する。 
 
〔支援対象〕 
①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索してい

る小規模事業者 
②南丹市の観光産業（飲食店・宿泊・土産物取扱店など小売業・サービス業主体）に関わり、新商

品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者 
③創業希望者、第二創業を考えている小規模事業者 

 
〔事業内容〕 
（１）小規模事業者の現状の実態把握、特に財務を的確に把握するため、巡回指導・窓口指導・各

種経営相談など個社へのヒアリングを行う際に会計ソフト「ネット de 会計（＊）」の経営分
析資料機能を利用する。決算書データを基に算出した定量項目を主体とする支援対象とする小

規模事業者向け財務分析資料（経営係数分析表・比較貸借対照表・比較損益計算書・月別売上

実績表・経営分析レーダーチャート・損益分岐図表など）を作成し、提供する。 
さらに、小規模事業者の現状の実態把握、特に財務及び非財務を的確に把握するため、巡回

指導・窓口指導・各種経営相談など個社へのヒアリングを行う際に企業向け対話ツール「ロー

カルベンチマーク（＊）」を利用する。支援対象とする小規模事業者向け財務分析資料（決算

書データを基に算出する定量項目、売上増加率（売上持続）・営業利益率（収益性）・労働生産

性（生産性）・ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率（効率性）・営業運転資本回転期間（健全性）・自

己資本比率（安全性）を図る財務指標を主体とする財務分析診断結果）及び非財務分析資料（強

み・弱み・競合状況等の定性情報を含む）を作成し、提供する。 
なお、創業希望者・第二創業を考えている小規模事業者に対しては、財務・非財務の中でも

特にビジネスモデルの分析・検証を綿密に行う。 
また、小規模事業者経営発達支援融資制度を利用する小規模事業者については、金融相談時

の基礎資料として経営分析データを活用し、円滑な融資斡旋業務に繋げる。 
このような経営分析の手法が確立されることにより、支援対象とする小規模事業者のビジネ

スモデル分析・強みの見える化・経営課題の抽出及び経営課題の解決に向けた方策を探ること

が可能となる。 
これにより、従来の税務申告支援や記帳指導だけでなく、作成した支援対象とする小規模事

業者向け財務及び非財務（強み・弱み・競合状況等の定性情報を含む）分析資料を基にした適
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切なアドバイスを実施することが出来る。 
総じて地域経済動向調査及び需要動向調査の結果を踏まえ、支援対象とする小規模事業者向

けに経営状況の分析を行うことで現状の実態を的確な把握に繋がるため、新たな需要を見据え

た事業計画の策定など持続的発展に向けた小規模事業者支援へ活用する。 
 
＊ネット de会計・・・京都府商工会連合会が運営するクラウド会計サービスソフト 
 
＊ローカルベンチマーク・・・経済産業省と金融庁が推奨している企業の経営状態の把握、「健康診

断」を行うツール（道具）として、財務分析診断結果の提供が可能。中小企業・小規模事業者の経営

者等や金融機関・支援機関等が企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠

組み 

＜会計ソフトによる経営分析資料（財務分析資料）イメージ図及び分析項目＞ 

          
＜ローカルベンチマークによる経営分析資料（財務分析資料）のイメージ図＞ 
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■基本情報
株式会社○○ 売上高 4,950,128(千円)
東京都○○ 営業利益 75,819(千円)
○○　○○ 従業員数 170(人)
小売業

市場規模・シェア
競合他社との比較

顧客リピート率
主力取引先企業の推

移
従業員定着率
勤続日数
平均給与

後継者の有無
取引金融機関数とその

推移

企業及び事業沿革 組織体制

技術力、販売力の
強み

経営目標の有無
共有状況

技術力、販売力の
弱み

社内会議の
実施状況

ITの能力
イノベーションを生み出せ

ているか

人事育成のやり方
システム

内
部
管
理
体
制
へ
の
着
目

経営者自身について
ビジョン
経営理念

企
業
を
取
り
巻
く
環
境

関
係
者
へ
の
着
目

代表者名

商号

事
業
へ
の
着
目

業種（選択）

所在地

経
営
者
へ
の
着
目

 
 

■製品製造、サービス提供における業務フローと差別化ポイント

■商流把握

フロー① フロー② フロー③ フロー④ フロー⑤ 顧客提供
価値

貴社

仕入先 得意先

協力先

エンドユーザー

 
＜ローカルベンチマークによる経営分析資料（非財務分析資料）のイメージ図＞ 
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（２）経営分析の有用性を訴求するため、経営分析セミナーを年１回以上開催し、経営分析手法や

分析資料の活用方法などについて専門家よりレクチャーを受けることで、理解を深めてもらえ

るよう、支援対象とする小規模事業者はもとより地域の小規模事業者全体への啓蒙活動を行

う。 
また、セミナー開催前後には、巡回指導・窓口指導・各種経営相談など支援対象とする小規

模事業者へのヒアリングを実施することで、自身でも経営分析が出来るよう分析スキルを身に

付けてもらう。 
これにより、支援対象とする小規模事業者の分析スキルのレベルアップと意識の向上が図ら

れる。 
このような経営分析に係る支援対象者の掘り起しを行うことで、事業計画策定事業者を発掘

し、支援対象とする小規模事業者の経営分析から事業計画策定支援にスムーズに繋げることが

出来る。 
 
（３）巡回訪問及び経営相談ヒアリング内容を基に支援対象とする小規模事業者の事業所情報の蓄

積によるデータベース化を図り、南丹市内事業所情報データベースを構築する。 
データベースの内容及び収録項目は、東大阪市技術交流プラザデータベース＝モノづくりの

まち東大阪市内約 1,100 社の技術情報データベース（＊）を参考にする。 
＜データベース収録項目例＞：会社概要・事業実績・自社が対応している技術分野（技術力）・

自社製品が関連するモノや分野・製造能力（保有機械設備、品質管理、納期対応）など 
さらに、支援対象とする小規模事業者の経営状況分析データ（財務・非財務分析）、需要動

向調査結果を収録する。 
このデータベースを整備することで、事業所情報の把握と支援対象とする小規模事業者のビ

ジネスモデル分析・強みの見える化・経営課題の抽出及び経営課題の解決に向けた方策を探る

ことが可能となり、支援対象とする小規模事業者に対する経営指導を実施する際の基礎資料と

なる。 
また、特定の支援対象とする小規模事業者支援の流れ及び支援手法が一体となった見える化

を図ることが可能となり、内部向けにも事業所情報データの蓄積・保管・利用が容易になるた

め、支援ノウハウの共有など組織内で共有する仕組み構築にも活用できる。 
総じて経営分析の手法や事業所情報データの蓄積・利活用及び運用の仕組みが確立されるこ

とにより、地域経済動向調査及び需要動向調査の結果を踏まえ、支援対象とする小規模事業者

向けに経営状況の分析を行うことで現状の実態を的確な把握に繋がるため、新たな需要を見据

えた事業計画の策定など持続的発展に向けた小規模事業者支援へ活用する。 
 
＊東大阪市技術交流プラザ・・・東大阪市が運営する「市内製造業の検索サイト」であり、現在、約

1,100 社の東大阪市内モノづくり企業の技術や製品を掲載している。本サイトでは業種や加工種別な

どから求める受発注先を探すことが可能となっており、加工依頼、部品調達、試作品作りなどビジネ

スパートナー探しに活用されている。 
 
【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）経営分析件数 件 35 50 50 55 55 60

（２）経営分析セミナ

ーの受講者数 
（開催回数） 

社 
 

（回） 

0

(0)

20

(2)

20

(2)

20 

 

(2) 

20 

 

(2) 

20

(2)

（３）南丹市内事業所 件 0 50 50 55 55 60
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情報データベースの

構築（収録社数） 
現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
 
３．事業計画策定支援に関すること【指針②】 

 
〔現状と課題〕 

国及び京都府の認定制度の取得を目指す法認定の活用支援や各種補助金申請サポート及び融資

相談に伴う金融支援の際に事業計画策定の取り組みを行っているが、経営課題の解決を果たすため

の一部の個社向け支援にとどまっており、地域の小規模事業者全体へ浸透していない。 
小規模事業者の経営スタイルとして、自身の経験やカンに頼った経営を行っていることが多く、

事業計画策定によって従来の経営スタイルから脱却する必要がある。 
 
〔目的・支援に対する考え方〕 

地域経済動向調査や経営状況分析及び需要動向調査などの結果を踏まえ、個社に沿った手法によ

って事業計画策定支援を実施する。 
小規模事業者の持続的発展に向け新たな需要を見据えた事業計画の策定により、経営者自身の経

験やカンに頼った従来の経営スタイルからの脱却を果たす。 
経営課題の解決を果たすため、新たな需要を見据えた事業計画策定の有用性を訴求することで、

地域の小規模事業者全体へ浸透させる。 
経営課題の解決を果たす一部の個社向け支援から地域の小規模事業者全体への浸透により、地域

全体の経営力強化・向上を図る。 
 
〔支援対象〕 
①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索してい

る小規模事業者・・・（１）（２） 
②南丹市の観光産業（飲食店・宿泊・土産物取扱店など小売業・サービス業主体）に関わり、新商

品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者 
・・・（１）（２） 
③創業希望者、第二創業を考えている小規模事業者・・・（３）（４） 

 
〔事業内容〕 
（１）小規模事業者である経営者が自身の経験やカンに頼った従来の経営スタイルからの脱却を図

り、経営方針が定まった計画性のある事業運営・会社経営を行うために巡回訪問・経営相談時

のヒアリング内容を基に経営分析（財務・非財務を含む）実施済みの小規模事業者に対して事

業計画策定を支援する。事業計画作成ツールとして、経営計画作成アプリ「経営計画つくるく

ん」（中小機構）を有効活用する。経営支援員用タブレットへインストールし、巡回指導・窓

口指導・各種経営相談など個社へのヒアリングを行い、経営計画書の作成支援を実施する。 
また、小規模事業者経営発達支援融資制度を利用する小規模事業者については、金融相談時

の基礎資料である経営分析データ及び需要動向調査結果の参考資料を活用した融資実行に係

る事業計画の策定支援を行うことで、円滑な融資斡旋業務に繋げる。 
これら伴走型支援を実行する中で、必要に応じて専門家派遣制度（京都府商工会連合会、京

都府よろず支援拠点、京都産業 21、ミラサポ、中小機構 etc.）を活用し、事業計画の策定支
援を行う。 
これにより、支援対象とする小規模事業者それぞれの経営目標や経営方針が明確化し、売上

向上及び持続的発展へ繋がる土台作りができ、従来の経営スタイルを見直すきっかけとなる。

また、経営課題の解決を果たすための道筋が明確になり、将来に向けた支援対象とする小規
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模事業者の経営の羅針盤として利用できる。 
総じて地域経済動向調査及び需要動向調査の結果を踏まえ、支援対象とする小規模事業者向

けに経営状況の分析を実施済みであり、新たな需要を見据えた事業計画の策定など持続的発展

に向けた小規模事業者支援へ活用する。 

＜経営計画フォーマットサンプル＞  
1. 企業概要 
 

2. 顧客ニーズと市場の動向 
 

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み 
 

4. 経営方針・目標と今後のプラン 
 

 
（２）事業計画策定の有用性を訴求するため、経営計画作成セミナー＆個別相談会を年１回以上開

催し、経営計画作成手法や事業計画の活用方法などについて専門家よりレクチャーを受けるこ

とで、理解を深めてもらえるよう、支援対象とする小規模事業者はもとより地域の小規模事業

者全体への啓蒙活動を行う。 
また、セミナー開催前後には、巡回指導・窓口指導・各種経営相談など支援対象とする小規

模事業者へのヒアリングを実施することで、自身でも経営計画の作成（事業計画の策定）が出

来るよう作成スキルを身に付けてもらう。 
個別相談会にて専門家を交えた事前相談を受けることで、支援対象とする小規模事業者が志

向する目的・内容に応じて個社に沿った手法による事業計画策定支援（経営計画作成）へ移行

できる。 
これにより、支援対象とする小規模事業者の作成スキルのレベルアップと意識の向上が図ら

れる。 
このような経営計画作成に係る支援対象者の掘り起しを行うことで、経営分析実施済み事業

者から事業計画策定事業者を発掘し、支援対象とする小規模事業者の経営分析から事業計画策

定支援へスムーズに繋げることが出来る。 
 
（３）創業・第二創業の促進を図るため、創業・第二創業に関する巡回訪問・経営相談時のヒアリ

ング内容を基に経営分析（財務・非財務及びビジネスモデルの検証・分析を含む）実施済みの

創業希望者・第二創業を考えている小規模事業者に対して、創業計画書の作成を支援する。 
これら伴走型支援を実行する中で、必要に応じて専門家派遣制度（京都府商工会連合会、京

都府よろず支援拠点、京都産業 21、ミラサポ、中小機構 etc.）を活用し、創業計画書の作成
支援を行う。 
これにより、創業希望者・第二創業を考えている小規模事業者の事業化実現に向けた着実な
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創業計画の作成支援が実施できる。 
 
（４）創業希望者・第二創業を考えている小規模事業者の掘り起しを行うため、創業セミナー＆個

別相談会を年１回以上開催し、創業への機運や実現性が高まるよう啓蒙活動を促す。 
セミナーの実施に当たっては、南丹地域ビジネスサポートセンター（京丹波町商工会・亀岡

商工会議所・南丹市商工会の広域連携事業）主催の創業セミナー及び国の産業競争力強化法に

基づいて南丹市が策定し認定を受けた創業支援事業計画に沿って行われる南丹市（行政）主催

の創業セミナーとの連携・協力体制の構築を図る。 
また、個別相談会にて専門家を交えた事前相談を受けることで、創業希望者・第二創業を考

えている対象者向け創業計画書作成支援へスムーズに移行できる。 
これにより、創業・第二創業の促進が図られる。 

 
【目 標】 

 
内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）事業計画策定事

業者数 

社 
31 40 40 45 45 50

（２）経営計画作成セ

ミナーの受講者数 
（開催回数） 

社 
 

（回） 

8

(1)

20

(2)

20

(2)

20 

 

(2) 

20 

 

(2) 

20

(2)

（３）創業・第二創業

創業計画書作成 
件 1 3 3 4 4 5

（４）創業セミナーの

受講者数 
（開催回数） 

社 
 
（回） 

0

(0)

20

(2)

20

(2)

20 

 

(2) 

20 

 

(2) 

20

(2)

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
 
〔参考〕経営分析件数（前述の２．経営状況の分析目標の再掲） 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

経営分析件数 件 35 50 50 55 55 60

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
 
 ４．事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】 
 
〔現状と課題〕 

各種補助金申請サポート及び融資相談に伴う金融支援の際に事業計画策定の取り組みを行った

一部の個社が各種補助金の採択や融資実行を受けた後の不定期な進捗状況確認にとどまっており、

経営課題の解決を果たし、売上向上や利益の確保及び販路開拓に直接繋がるような効果的な実施支

援にまで至っていない。 
小規模事業者においては、事業計画を策定したまま放置されていることが多く、アクションプラ

ン（行動計画）への落とし込みが十分出来ておらず、実際の行動へ移せていないことが多いため、

定期的な進捗状況確認を実施するフォローアップ体制の確立が必要である。 
 
〔目的・支援に対する考え方〕 

事業計画を策定した個社が計画を実行に移すことで経営課題の解決を果たし、売上に直結する販

路開拓支援に繋げるため、適切な実施支援と定期的なフォローアップを行う。 
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小規模事業者が策定した事業計画を推進・実現させるため、計画から実行段階へのスムーズな移

行が出来るような実施支援と定期的なフォローアップを行うことで、小規模事業者の持続的発展に

向けた売上向上及び利益の確保を果たす。 
 
〔頻度〕 

年 4回（四半期に 1度程度）以上の巡回訪問や電話連絡にて定期的なフォローアップ及び相談（巡

回指導・窓口指導及び専門家派遣利用による指導・助言）を実施する。 
 
〔事業内容〕 
（１）策定した事業計画を推進・実現するため、巡回訪問や電話連絡による定期的なフォローアッ

プを実施する。 
小規模事業者にとって不足している経営資源の補完を支援するため、必要に応じて専門家派

遣制度（京都府商工会連合会、京都府よろず支援拠点、京都産業 21、ミラサポ、中小機構 etc.）
を活用するなど、個社に沿った適切な手法によって各種実行支援を行う伴走型支援の強化を 
図る。 
策定した計画を遂行するために必要な指導・助言を行い、継続的なモニタリングを実施する

個社向け伴走型支援スタイルと定期的な進捗状況確認を実施するフォローアップ体制を確立

させる。 
なお、新事業に取り組むため、資金の投入が必要な際には小規模事業者経営発達支援資金に

係る融資制度の利用による資金調達など金融支援を行う。その際には安全性や将来性また実行

可能性など、作成した融資制度利用に係る事業計画（資金計画）を基にしたアクションプラン

（行動計画）を実行する。融資実行後は年４回以上のフォローアップ（巡回指導及び専門家派

遣利用による指導・助言）を行い、資金繰り状況や進捗状況の確認と必要な支援を実施する。

これにより、小規模事業者の持続的発展に向けた売上向上及び利益の確保を果たす。 
 
（２）創業・第二創業者への巡回訪問は特に頻度を高め、行政や他の支援機関による支援施策の提

案も行い、必要に応じて専門家派遣制度（京都府商工会連合会、京都府よろず支援拠点、京都

産業 21、ミラサポ、中小機構 etc.）を活用することで、創業計画の実現に向けた支援の強化
を図る。年４回以上のフォローアップ（巡回指導及び専門家派遣利用による指導・助言）を行

い、定期的な進捗状況の確認と必要な支援を実施する。 

これにより、創業時の不安解消に繋がり、創業への実現性を高めることが出来る。 

 
（３）事業計画策定後の実施段階において新たに発生した課題の解決に当たっては、必要に応じて

専門家派遣制度を活用し、事業計画の修正・見直しに係る実施支援を行う。 
計画未達成及び進捗状況が停滞している支援先小規模事業者については、原因の分析・解明

を行うとともに必要に応じて事業計画自体の修正・見直しを行うことを想定し、他の支援機関

との連携により目標達成に向けた支援を実施する。 
【事業計画の修正・見直しは全体の 10～20％程度と想定】 

 
【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度

（１）フォローアップ支

援事業者数 
社 31 40 40 45 45 50

（１）フォローアップ支

援回数（※） 
回 58 160 160 180 180 200

（２）創業・第二創業支 社 1 3 3 4 4 5
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援フォローアップ  

（２）創業・第二創業支

援フォローアップ回数

（※） 

回 2 12 12 16 16 20

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
※フォローアップ支援回数はフォローアップ支援事業者数×４回で換算 

※（３）事業計画の修正・見直しは全体の 10～20％程度と想定し、上記フォローアップ支援回

数に含む 
 
５．需要動向調査に関すること【指針③】 

 
〔現状と課題〕 

企業が商品開発や生産・販売を行う上で、大量生産に代表される従来のプロダクトアウトからニ

ーズを優先した顧客視点を踏まえた商品の企画・開発を行い、販売・提供していくマーケットイン

への思考の転換が必須となっている。 
近年、マーケットインを採用する企業が増えている中で小規模事業者においては、限られた経営

資源の中で限定された市場にてビジネスを展開していることで、マーケットインの考え方が十分浸

透していない。 
また、様々な関係機関より各種調査結果が示されているものの、具体的な小規模事業者支援への

活用に至っていない。 
よって、以下に記載する手法により、需要動向に関する情報の収集・整理・分析・提供を新たに

実施する。 
 
〔目的・支援に対する考え方〕 

①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サービスの開発・提供など新たな事業を模索してい

る小規模事業者、②南丹市の観光産業（飲食店・宿泊・土産物取扱店など小売業・サービス業主体）

に関わり、新商品・新サービスの開発・提供など新たな事業を模索している小規模事業者、③創業

希望者、第二創業を考えている小規模事業者に対して、経営分析における外部環境分析への活用及

び需要を見据えた事業計画を策定する上での基礎資料として活用するとともに、顧客（市場及び消

費者）ニーズの把握や潜在的な需要の見える化を図り、ニーズに合致した売れる新商品・新サービ

スの開発・提供及び販路開拓支援に繋げる。 
 

〔支援対象〕 
①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索してい

る小規模事業者・・・（１）（２）（５） 
②南丹市の観光産業（飲食店・宿泊・土産物取扱店など小売業・サービス業主体）に関わり、新商

品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者 
・・・（１）（３）（４）（５） 
③創業希望者、第二創業を考えている小規模事業者・・・（１）（２）（３）（４） 

 
〔事業内容〕 
（１）支援対象とする小規模事業者毎に関連する業界や業種別の特定の当該商品・サービスにおけ

る顧客（市場及び消費者）ニーズを把握するため、日経テレコンの需要動向に関する調査結果

を整理・分析し、情報提供する。 
支援対象とする小規模事業者に関わる売れ筋や伸びる市場・新商品の情報を収集するため、

ＰＯＳＥＹＥＳ〔日経ＰＯＳデータに基づく売れ筋ランキングや伸びる市場・新商品の情報収

集、ＰＯＳ分析によるＡＢＣランキングやレシート診断による情報収集〕の調査結果を基に整
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理分析し、タイムリーに情報を提供する。 
これにより、対象となる業界・業種特有のトレンドや売れ筋商品の傾向などが把握でき、支

援対象とする小規模事業者の商品・サービスが見込み客となる市場及び消費者に受け入れられ

そうかの予測や想定されるターゲット顧客の選定における参考資料として活用する。 
 
（２）地域資源活用に関連する支援対象とする小規模事業者毎に地域経済分析システムＲＥＳＡＳ

（リーサス）の消費マップメニュー活用による需要動向に関する調査結果を整理・分析し、情報

提供する。 
地域資源活用に関連する支援対象とする小規模事業者に関わる商品・サービスにおいて、南

丹市の消費動向を捕捉するため、消費マップメニューの消費花火図にて飲食料品や日用品につ

いて購入金額・購入点数の商品別シェア情報を収集し、南丹市における日常的な消費の傾向を

把握する。また、From－to 分析（消費動向）にて南丹市の商品がどこの地域で消費されてい

るかについて消費地情報を収集し、地域産品の販路開拓先の選定やブランド浸透状況を把握す

る。これらの調査結果を基に整理分析し、タイムリーに情報を提供する。 
これにより、南丹市の消費動向が把握でき、支援対象とする小規模事業者の商品・サービス

が見込み客となる市場及び消費者に受け入れられそうかの予測や想定されるターゲット顧客

の選定における参考資料として活用する。 
 

（３）観光産業関連の支援対象とする小規模事業者毎に地域経済分析システムＲＥＳＡＳ（リーサ

ス）の観光マップメニュー活用による需要動向に関する調査結果を整理・分析し、情報提供す

る。 
観光産業関連の支援対象とする小規模事業者に関わる商品・サービスにおいて、南丹市の観

光動向・外国人消費動向を捕捉するため、観光マップメニューの外国人消費花火図にて訪日外

国人（地域別・国籍別）の部門別カード消費額（総額）情報を収集し、南丹市における訪日外

国人の消費行動を把握する。また、外国人消費分析にて訪日外国人（地域別・国籍別）の部門

別カード消費額や取引件数、取引単価、消費額情報を収集し、南丹市における訪日外国人の消

費額や消費単価を把握する。これらの調査結果を基に整理分析し、タイムリーに情報を提供す

る。 
これにより、南丹市の観光動向・外国人消費動向が把握でき、特に観光産業関連の支援対象

とする小規模事業者の商品・サービスが見込み客となる市場及び消費者に受け入れられそうか

の予測や想定されるターゲット顧客の選定における参考資料として活用する。 
 

         
〔地域経済分析システム＜ＲＥＳＡＳ（リーサス）＞消費・観光マップメニューイメージ図〕 
 
（４）観光産業関連の支援対象とする小規模事業者毎に南丹市内観光客への需要動向アンケート調

査結果を整理・分析し、情報提供する。 
観光産業関連の支援対象とする小規模事業者に関わる商品・サービスにおいて、南丹市内に
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来訪する観光客の需要動向を把握するため、アンケート調査を実施する。観光客のニーズ対応、

ターゲットの絞り込み、他地域との連携による観光地としての魅力度の向上を図るため、南丹

市への観光の目的・動機・満足度・年齢・性別・宿泊の有無や費用・購入単価・国内のどこか

ら来てどこに行くのか、訪日外国人の国籍や訪問回数等を調査項目として情報を収集する。 
なお、アンケート調査及び各種データ等の収集・整理・分析については、後述〔６．新たな

需要の開拓に寄与する事業の（６）観光産業支援〕にて示している一般社団法人南丹市美山観

光まちづくり協会と連携して実施する。これらの調査結果を基に整理分析し、タイムリーに情

報を提供する。 
これにより、南丹市内観光客の動向やニーズが把握でき、特に観光産業関連の支援対象とす

る小規模事業者の商品・サービスが見込み客となる市場及び消費者に受け入れられそうかの予

測や想定されるターゲット顧客の選定における参考資料として活用する。 
 
（５）支援対象とする小規模事業者のうち、需要を見据えた事業計画を策定し、新たな需要開拓に

取り組んでいる小規模事業者、地域資源活用による新商品・新サービス開発支援事業者及び観

光産業の旅行商品開発支援事業者を特に重点支援先として、顧客ニーズを的確に把握するた 
め、外部専門機関（リサーチ会社）である帝国データバンクへ市場及び消費者の需要動向に関

する調査分析を委託して実施する。 
これら重点支援する小規模事業者に対して新たな需要開拓に関する支援に繋げるため、①市

場調査及び②個人消費者向けのモニターアンケート調査を行う。 
①市場調査にて新規市場への参入や市場動向に関する調査を実施する。 
②個人消費者向けのモニターアンケート調査にて消費者の商品・サービスの購買意欲に関す

る調査を実施する。 
なお、各調査の実施内容については、以下の表に示す。 

 
調査名 誰に どのように 調査項目 標本数 

〔調査対象

数の５割〕

①市場調査 エリア、規模を

条件に調査対象

２００社を抽出 

電話調査 
郵送調査 

認知度・イメージ・購

入経験・評価・購入意

向・価格など 

１００社 

②個人消費者

向けのモニタ

ーアンケート

調査 

モニター２００

人を募集 
インターネット調査 過去の使用状況・現在

の使用状況・評価・今

後の意向・価格など 

１００人 

 
これにより、地域資源活用による新商品・新サービス開発支援事業者及び観光産業の旅行

商品開発支援事業者など重点支援する小規模事業者が開発した新商品・新サービスが見込み

客となる市場及び消費者に受け入れられそうかの確認やどの程度市場及び消費者獲得が見込

めるのかが定量的に検証でき、的確なターゲット顧客の抽出や新商品・新サービスの開発・

提供する際のアイデアの創出及びきっかけづくりに繋げる。 
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【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
（１）日経テレコンに

よる調査結果の活用

（実施回数） 
情報提供個社支援数

（※） 

回 
 
 
社 

0

 
0

4

 
 

50

4

 
 

50

4

 
 

55

4 

 
 

55 

4

 
 

60

（２）地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）消費マップメ

ニューによる調査（実

施回数） 
情報提供個社支援数

（※） 

回 
 
 
 
 
社 

0

 
 
 

0

1

 
 
 
 

30

1

 
 
 
 

30

1

 
 
 
 

33

1 

 
 
 
 

33 

1

 
 
 
 

35

（３）地域経済分析シ

ステムＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）観光マップメ

ニューによる調査（実

施回数） 
情報提供個社支援数

（※） 

回 
 
 
 
 
社 

0

 
 
 

0

1

 
 
 
 

20

1

 
 
 
 

20

1

 
 
 
 

22

1 

 
 
 
 

22 

1

 
 
 
 

25

（４）南丹市内観光客

への需要動向アンケ

ート調査（実施回数）

情報提供個社支援数

（※） 

回 
 

 
社 

0

 
0

1

 
 

20

1

 
 

20

1

 
 

22

1 

 
 

22 

1

 
 

25

（５）帝国データバン

クへの外部委託によ

る①市場調査、②個人

消費者向けのモニタ

ーアンケート調査（実

施回数） 
情報提供個社支援数

（※） 

回 
 
 

 
 
 
社 

0

 

0

8

 

8

8

 

8

9

 

9

9 

 

 

 

 

 

9 

10

 

10

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
※個社支援数については、（１）経営分析支援事業者数 
（２）経営分析支援事業者数のうち、支援対象①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サー

ビスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者と③創業希望者、第二創業を考

えている小規模事業者の観光産業関連以外の事業所の合計数を想定 
（３）経営分析支援事業者数のうち、支援対象②南丹市の観光産業に関わり、新商品・新サービ

スの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者と③創業希望者、第二創業を考え

ている小規模事業者の観光産業関連の事業所の合計数を想定 
（４）経営分析支援事業者数のうち、支援対象②南丹市の観光産業に関わり、新商品・新サービ
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スの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者と③創業希望者、第二創業を考え

ている小規模事業者の観光産業関連の事業所の合計数を想定 
（５）事業計画策定事業者数の中で、支援対象①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サー

ビスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者と②南丹市の観光産業に関わり、

新商品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索している小規模事業者のうち、重点支

援先（地域資源活用による新商品・新サービス開発支援事業者数と観光産業支援の旅行商品開発

支援事業者数の合計数）を想定 
 
６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】 

 
〔現状と課題〕 

各種販売イベントへの出展案内やＩＴ活用支援などの取り組みを行っているが、小規模事業者の

新たな需要開拓に繋がる販路開拓支援までに至っていない。 
また、小規模事業者における限られた資金や人員の問題で新たな需要を見据えた販路開拓に繋が

る取り組みが十分出来ていない。 
そのため、以下に記載する新たな需要開拓に繋がる販路開拓支援を実施する。 

 
〔目的・支援に対する考え方〕 

経営分析実施済みであり、地域経済動向調査や需要動向調査の結果を踏まえ、新たな需要を見据

えた事業計画の策定等、伴走型支援を実施している個社へ販路開拓支援を行うことで、新規顧客の

獲得や売上の増加を図り、小規模事業者の持続的発展に繋げる。 
また、地域資源活用による新商品・新サービスの開発・提供により、地域の目玉商品を生み出し

て地域ブランドとして形成していくことで、地域内外の認知度の向上が図られ、地域全体の活性化

に繋げていく。さらに、販売イベント及び地域資源活用事業（特産品開発、ふるさと名物の開発、

地域ブランド化）、観光産業支援において関係機関と連携した販路開拓支援を行うことで、売上向

上における効果の最大化を図る。 
地域外から南丹市へ訪問する観光客をキャッチアップすることにより、南丹市地域内の消費喚起

を促進させる。 
 
〔支援対象〕 
①南丹市の地域資源活用により、新商品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索し事業

計画策定済みの小規模事業者 
②南丹市の観光産業（飲食店・宿泊・土産物取扱店など小売業・サービス業主体）に関わり、新商

品・新サービスの開発・提供など、新たな事業を模索し事業計画策定済みの小規模事業者 
③創業希望者、第二創業を志向し、事業計画策定済みの小規模事業者 

 
〔訴求対象〕 
①南丹市の地域資源（自然資源・農林水産物・鉱工業製品・観光資源）に魅力を感じてくれる潜在

顧客 
②南丹市の地域資源（自然資源・農林水産物・鉱工業製品・観光資源）を活用した特産品などに興

味・関心がある潜在顧客 
③地域外から南丹市へ訪問する観光客 

 
〔事業内容〕 
（１）南丹市の地域資源活用による新商品・新サービス開発事業に係る支援を行う。 

新たな需要開拓による新規顧客の獲得や売上の増加を果たすため、事業計画の策定を行い、

新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある支援対象とする小規模事業者に対し、顧客
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（市場・消費者）ニーズに合致した地域資源活用による新商品・新サービスの開発支援を行う。

活用する南丹市の地域資源としては、特に内閣府から「どぶろく特区」の認定を受けた市内

で製造する「どぶろく」やジビエ料理で使用する猪・鹿肉等の地元の食材を活用して、創作料

理や土産物などの開発に取り組む。 
試作品の開発から商品化まで、後述する一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会と連携

してサポート（需要動向・施策動向の情報提供等）し、必要に応じて専門家派遣制度を活用し

て専門家の指導を受け、将来的に「南丹ブランド特産品」「ふるさと名物」として商品化し、

新たな需要創出・販路開拓に繋げる。 

      
〔地域資源活用事業イメージ図〕 

 
（２）物産展・展示会・商談会への出展支援を行う。 

新たな需要開拓による新規顧客の獲得や売上の増加を果たすため、事業計画の策定を行い、

新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある支援対象とする小規模事業者に対して、地

域外での物産展への出展を促し、南丹市の地域資源に魅力を感じてくれる潜在顧客の掘り起こ

しを行う。 
京都市内の消費者が来場者の主体である１１月に開催される京都府商工会連合会主催の大

商工祭、亀岡市内を中心とする地元客が来場者の主体である２月に開催される南丹地域ビジネ

スサポートセンター（京丹波町商工会・亀岡商工会議所・南丹市商工会の広域連携事業）主催

の京都丹波フェアへの出展勧奨や出展前後のサポート、専門家を交えた商品・パッケージ・陳

列レイアウトなどブラッシュアップ及びアドバイスなど魅力ある地域産品づくりに関するフ

ォローを実施する。 
これにより、出展者同士の事業者マッチング、新商品の開発・販売及びＰＲの実施によるテ

ストマーケティング、新規の受注成約による売上増加を図る。 

    
〔平成 27 年度に実施した京都丹波フェア（物産展）の様子〕 
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（３）インターネット販売によるＩＴ活用支援を行う。 
新たな需要開拓による新規顧客の獲得や売上の増加を果たすため、事業計画の策定を行い、

新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある支援対象とする小規模事業者に対して、ニ

ッポンセレクト．ＣＯＭ〔全国商工会連合会のふるさと名物商品事業〕への出品など遠方の顧

客を対象としたインターネット販売を促し、南丹市の地域資源に魅力を感じてくれる潜在顧客

の掘り起こしを行う。 
遠方の顧客を意識した取扱商品の選定や出品勧奨及び出品前後のサポート、インターネット

販売をテーマとするＩＴ活用セミナーの開催、専門家を交えた商品・パッケージ・価格・見せ

方などブラッシュアップ及びアドバイスによるフォローを実施する。 
これにより、新商品の開発・販売及びＰＲの実施によるテストマーケティングから新たな需

要開拓による売上増加を図る。 
 
（４）ホームページ作成支援を行う。 

新たな需要開拓による新規顧客の獲得や売上の増加を果たすため、事業計画の策定を行い、

新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある支援対象とする小規模事業者に対して、商

工会簡易ホームページシステム「ＳＨＩＦＴ」の有効活用やホームページ作成ソフト「Ｊｉｍ

ｄｏ」の活用による自社ホームページの作成を促し、南丹市の地域資源に魅力を感じてくれる

潜在顧客の掘り起こしを行う。   
売れるホームページの作り方をテーマとするホームページ作成セミナーの開催、ホームペー

ジ掲載内容・リニューアルに関するサポート、専門家を交えた自社ホームページの見せ方の手

法などについて、ブラッシュアップ及びアドバイスなどフォローを実施する。 
これにより、自社及び商品の認知度を高め、顧客からの引き合いを増やし、新たな需要開拓

による売上増加を図る。 
 
（５）プレスリリースの作成・発信による広報支援を行う。 

新たな需要開拓による新規顧客の獲得や売上の増加を果たすため、事業計画の策定を行い、

新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある支援対象とする小規模事業者に対して、プ

レスリリースの作成・発信による広報活動の強化を促し、南丹市の地域資源に魅力を感じてく

れる潜在顧客の掘り起こしを行う。 
プレスリリースの作成・発信方法をテーマとする広報セミナーの開催、プレスリリース作成

に関するサポート、専門家を交えた広報・情報発信の手法などについて、ブラッシュアップ及

びアドバイスなどフォローを実施する。 
これにより、自社及び商品の認知度を高め、顧客からの引き合いを増やし、新たな需要開拓

による売上増加に繋げる。 
 
（６）観光産業支援を行う。 

事業計画の策定を行い、新たな需要を見据えた販路開拓を志向する意欲ある観光産業に関わ

る支援対象とする小規模事業者の売上増加を果たすため、一般社団法人南丹市美山観光まちづ

くり協会〔平成 28 年 7 月設立、平成 28 年 4 月に日本版ＤＭＯ（地域ＤＭＯ）候補法人として

観光庁に登録〕のＤＭＯ手法により、観光客を呼び込むため多様な関係者と連携する事業を行

い、地域外から南丹市へ訪問する観光客の増加に繋げる支援を実施する。 
具体的に連携する事業の内、観光産業関連小規模事業者が実施する体験観光ルートの設定、

ルートとしては、芦生の森（南丹市美山町）などを区域とする「京都丹波高原国定公園」を中

心に長時間の着地型体験観光＋滞在型観光のメニューを開発する。さらに開発したメニューを

組み合わせ旅行商品として売り出す支援を行う。 
また、接客・インバウンド対応では、おもてなし対策として接客技術の向上支援、インバウ

ンド（訪日外国人観光客）対策として外国人客向け接客セミナーなど、いずれも専門家派遣を

活用した支援を実施するとともに、観光協会のウェブサイト、旅行会社のサイト・情報誌等掲
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載など観光情報発信によるＰＲ強化に係る支援を行うことで、観光客の増加に繋げる。 

  
〔日本版ＤＭＯイメージ図〕 〔一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会イメージ図〕

 
（７）関係機関との連携による支援の実施 

当商工会のネットワークを駆使し、ネッパン協議会・日本販路開拓支援協会・日本販路コー

ディネータ協会、南丹市美山町観光協会・南丹市日吉町観光協会・南丹市八木町観光協会・一

般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会など関係機関との連携により、地域資源活用による

新商品・新サービス開発及び観光産業の旅行商品開発への重点支援と新たな需要開拓に関する

取り組みを協同で支援する。 
また、必要に応じて専門家派遣制度の活用など個社に沿った最適な手法による販路開拓支援

を実施する。 
 
【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度
（１）地域資源活用によ

る新商品・新サービス開

発支援事業者数（延べ

数） 

社 0    5    5    6    6    7

（２）物産展・展示会・

商談会への出展支援回

数（延べ数） 
出展支援事業者数・参加

社数（延べ数） 

商談件数 

成約件数・受注件数 

回 
 
 
社 

 
件 
件 

2

2

 

-

-

3

 

 

6

 

18

6

3

 

 

6

 

18

6

4

 

 

8

 

20

8

4 

 

 

8 

 

20 

10 

5 

 

 

10

 

22

12

（３）インターネット販

売によるＩＴ活用支援

事業者数（延べ数） 

ＩＴ活用セミナーの受

講者数（開催回数） 

売上増加（１０％増）事

社 
 

 
社 

(回) 

社 

1

 

 

0

(0)

-

4

 

 

10

(1)

4

4

 

 

10

(1)

4

6

 

 

10

(1)

6

8 

 

 

10 

(1) 

8 

10

 

 

10

(1)

10
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業者数      

（４）ホームページ作成

支援事業者数（延べ数） 
ホームページ作成セミ

ナーの受講者数 

（開催回数） 

アクセス数増加（１０％

増）事業者数 
売上増加（１０％増）事

業者数 

社 
 

 
社 

(回) 

社 

 

社 

4

 

 

0

(0)

   -

 

-

5

 

 

10

(1)

5

 

5

5

 

 

10

(1)

5

 

5

5

 

 

10

(1)

5

 

5

5 

 

 

10 

(1) 

5 

 

5 

5

 

 

10

(1)

5

 

5

（５）プレスリリースの

作成・発信による広報支

援事業者数（延べ数） 
広報セミナーの受講者

数（開催回数） 

売上増加（１０％増）事

業者数 

社 
 

 
社 

(回) 

社 

0

 

 

0

(0)

-

5

 

 

10

(1)

5

5

 

 

10

(1)

5

5

 

 

10

(1)

5

5 

 

 

10 

(1) 

5 

5

 

 

10

(1)

5

（６）観光産業支援 

旅行商品開発支援事業

者数（延べ数） 

接客セミナーの受講者

数（開催回数） 

ウェブサイトなど観光

情報発信先件数 

 
社 

 
社 

(回) 

件 

 
0

 

0

(0)

   0

 

 
3

 

10

(1)

5

 
3

 

10

(1)

5

 
3

 

10

(1)

5

 
3 

 

10 

(1) 

5 

 
3

 

10

(1)

5

（７）関係機関との連携

による支援事業者数（延

べ数）（※） 

社 0    8    8    9    9   10

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
※（７）個社支援数については、重点支援先（地域資源活用による新商品・新サービス開発支援

事業者数と観光産業支援の旅行商品開発支援事業者数の合計数）を想定 
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II. 地域経済の活性化に資する取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    〔南丹市中心市街地活性化委員会組織図〕 

 
冒頭にも説明したように、南丹市は東西に長く地域性も多様であり、旧町単位や地域の振興会

単位での活動も多く残っている。そのような中で、南丹市として全市的に活動していくには、ま

ずモデル地域を指定した上で取り組み行い、それを広めていく手法が取られている。当該組織の

構成図は上記の通りであり、組織の実行委員会が連絡・調整・相談を行いながら地域活性化に向

けて取り組んでいる。 

 

① 京都縦貫自動車道が全線開通したことで、南丹市は完全な通過地点となり、これまで休憩地

点となり、少なくとも出展企業には販売のチャンスであった道の駅でさえも販売額は確実に

減っている。このままでは状況は悪くなるばかりである。南丹市として、美山町観光協会、

日吉町観光協会、八木町観光協会で組織する、南丹市観光まちづくり実行委員会に南丹市商

工会も協力、連携し情報の発信を行い森の京都の魅力発信と京都ちーびず（京都地域力ビジ

ネス）のちーたびと協力し、南丹市全体が、観光、サービス、小売り、各イベントなど、同

じ方向に向かった集客に努めることで現状維持から回復に努める。 

南丹市の観光入込客数(平成 29 年度目標：1,800 千人) 

南丹市の観光消費額（平成 29 年度目標：2,700 百円） 

 

② 南丹市総合振興計画にもある「にぎわいの市街地ゾーン」、その活性化が南丹市にとっては

急務な課題となっている。その活動を担っているのがまちなかはん（南丹まちなか繁盛店づ

くり実行委員会・南丹市、南丹市商工会、NPO 法人にぎわいコンソーシアム）であり、そこ

南 丹 市 中 心 市 街 地 活 性 化 委 員 会 

 

委員会の構成団体・南丹市、にぎわいコンソーシアム園部、南丹市商工会 

会長  南丹市松田副市長 

副会長 NPO法人にぎわいコンソーシアム園部理事長(以下、NCSと表記) 

副会長・会計責任者 南丹市商工会長 武田晏和 

 

 

 

幹事会(毎月開催)／構成メンバー 

南丹市商工観光課長・NCS事務局・南丹市商工会事務局長 

 

 

 

執行本部(幹事会構成メンバーで組織、責任者の任命) 

☆ 繁盛店づくりPT・・既存施策と連携し起業が進む土壌を創る 

☆ 市座づくりPT・・市街地に市座を形成、賑わいの創出 

☆ 本拠点 PT・・区画整理地内でのにぎわい本拠点の企画 
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への積極的な参画と実施事業であるそのべまちゼミの開催、まちなかわら版の発行、まちな

かセミナーの開催、学生連携企画（のれん）の積極的な支援を行い、中心市街地活性化委員

会との連携を行うことで商店主の意識改革に繋げアドバイスを行うことで人づくりへの協

力を併せて行う。そのことで来町されたお客様にゆっくり楽しんで買い物をしていただける

空間を設え提供していきたい。 

そのべまちゼミ（南丹市園部町内） 

開催実績・平成 27 年 8 月 1日～31 日 

25 店舗参加、27 講座開設 

平成 28 年 2 月 1 日～2月 29 日 

21 店舗参加、24 講座開設 

開催中・平成 28 年 8 月 20 日～9月 31 日 

27 店舗参加、33 講座開設 

次回開催目標 30 店舗参加、33 講座開設 

次回開催予定・平成 29 年 2 月 

 
③ 南丹市は京都新光悦村に代表されるものづくりを推進する拠点が整備されているが、その資

源を十分に生かされていないのが現状である。京都府が主催するものづくり産業ネットワー

ク会議へ南丹市商工会も参画を通じて、ものづくり企業の抱えている問題点を聞き取り関係

機関と協力し問題解決にあたる。 

 
④ 国の産業競争力強化法に基づいて南丹市が策定した創業支援事業計画は、平成 27 年（2015

年）10 月に国より第 6 回認定を受けた。この計画の中には、当商工会と連携し、創業支援

への取り組みの体制強化を図っていくことが盛り込まれている。そのため、これまで以上に

創業・第二創業、事業承継に関する支援を積極的に行い小規模事業者数の増と会員増強に努

める。また「生きがい定住都市構想」にある地域外住民の定住促進を行う上で、新規創業は

確実に増えると思われる。退職後の人生設計や女性、主婦などの活躍で起業という選択肢も

増え、その支援を行うことで雇用が確保され定住が促進される。好循環を生み出す起爆剤を

南丹市商工会が担っていきたい。 

創業・第二創業 創業計画書作成支援数 平成 29 年度目標 3件 

 
＜南丹市創業支援事業計画における当商工会の連携イメージ図＞ 
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III. 経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 

 

① 他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 
 

これまで当商工会と関係団体との連携は、小規模事業者を支援するという点では一致してい

たが、立場ごとに考え方や支援の手法が異なっていた。また個社が話す内容も関係団体や担当

者により受け取り方に違いがあったものと想定される。個社に対して支援機関が同じ姿勢（ス

タンス）や方向性を示していたにも関わらず、情報交換が密にできていない為に重複などが起

き、時間的にも無駄（ロス）が発生していたものと感じられる。 

さらに、小規模事業者（経営者）からの相談内容が複雑・多様化しており、より専門的で高

度な課題解決を求められている。これら当該ニーズに対応すべく各分野の専門家や関係支援機

関と連携して満足度の高いサービスを提供する必要性が生じている。 

そのため、以下の他機関との連携により、商工会の支援機能を高める効果が見込まれる。 

また、関係先とのサポート体制を構築することにより、小規模事業者（経営者）へのきめ細

かな対応が可能となり、小規模事業者（経営者）の課題解決に繋がる有効かつ効果的な手法

が実現できる。 

 

・ 行政 

平成 23 年 4 月から、京都府知事より委嘱を受けて中小企業応援隊を組織し、京都府下

支援員のオール京都体制での支援が始まった。京都府と全体会を年間 2回程度、地域連絡

会を年間 2回程度開催し支援ノウハウと地域の需要動向等の情報交換を行い、支援内容の

共有、支援力向上に繋げている。地元南丹市とは定期的な懇談会を担当者と開催、創業支

援や観光振興などを主体とする地域活性化に向けて連携を取っている。 

・ 金融機関 

平成 21 年度より年 1 回日本政策金融公庫西陣支店、京都信用保証協会南丹支所、地元

金融機関 3行 7支店、の担当者と経営支援員が一堂に会しての金融懇談会を開催し、管内

の経済動向や景気動向をはじめ地元企業の支援体制の確認及び情報交換を行い、気軽に話

の出来る体制を構築し支援力の向上に役立てている。ただ一堂に会することでデメリット

もあり、各支所、支店毎の懇談も今後予定している。 

・ 公益財団法人京都産業 21 

京都の公的な総合支援機関として位置づけられている京都産業 21 と連携を取ること

で、専門的な知識の活用、高度な分析、受発注支援、事業者マッチング、販売促進支援ま

で管内エリアだけでなく京都府内全域に及ぶ総合的な経営支援体制を取っている。4年前

から実施されている地元南丹市職員の出向制度についても、地元を知る職員の力は大きく

色々な面で協力を得られている。 

・ 京都府よろず支援拠点 

京都では事務所を京都産業 21 内に置き、上記支援内容のコーディネート役として、ま

た解決が困難な経営相談など総合的・先進的アドバイス、事業者の課題に応じて、複数の

支援機関・専門家がチームを組んで支援を行っている。また、管内エリアのみならず、京

都府内全域に及ぶ地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な

支援のワンストップサービスを実施、商工会としてその支援体制を活用し、多角的な視点

での小規模事業者の問題解決に当たっている。 



- 36 - 
 
 

・ 京都府商工会連合会 

京都府商工会連合会が開催する支援事例を共有する会議・勉強会に積極的に参加し、他

の京都府内商工会の支援ノウハウの吸収や支援事例の情報交換を行うことで、経営発達支

援事業に活用する。 

・ 南丹地域ビジネスサポートセンター 
〔亀岡商工会議所・京丹波町商工会、南丹市商工会で広域支援体制を実施〕 

     南丹地域広域連携協議会の事務所を亀岡商工会議所内に置き、創業セミナーや物産展
（京都丹波フェア）の開催等、２市１町の広域連携で共同事業を企画・実施している。２

ヶ月に１回の連絡会議を行い、事業者マッチングをはじめとして、地域の需要動向や景気

動向など新たな需要の創出に繋がる地域の小規模事業者にとって有益な情報交換や支援

ノウハウの共有を図っている。 

 

【今年度の新たな取り組み】 

平成 28 年 6 月に上記関連団体及び産業支援機関〔行政・京都産業２１・亀岡商工会議所・

京丹波町商工会、南丹市商工会〕が京都丹波中小企業支援Ａチームを結成、連携組織で京都

丹波地域の企業支援を拡充し、様々な経営課題の解決を図っていく。 

今後、定期的に会合を開いて支援先起業の情報を持ち寄り、連携して企業の課題を解決す

ることや重点支援先を選んで商品開発等の事業戦略も後押しすることにより、早期に成功モ

デルの創出を目指す方針を確認している。 

 

今後においては、地域小規模事業者の経営課題及び関係団体の支援における考え方やスタンス

など相互の情報共有と支援ノウハウの習得を行いながら、意志の疎通を図るような機会を増や

し、総合的な支援力の向上につなげていくために、定期的な連絡会議・情報交換会を開催する。

これにより、経営発達支援事業への効果的な取り組みが実施でき、小規模事業者が新たな需要

開拓を進める基盤構築を図っていく。 

 

【目 標】 
 

内 容 単位 現状 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

連絡会議・ 

情報交換会の

開催 

回 0 3 3 3 3 3

金融機関との

懇談会の開催 
回 0 1 1 1 1 1

現状の 28 年度は 9月末までの実績である。 
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〔当商工会の連携イメージ図〕                           

 

② 経営指導員等の資質向上等に関すること 
・ 京都府商工会連合会や京都商工会議所が開催する経営支援員研修に年間 20 時間以上(一

般研修 5 時間を含む)の受講を義務づけ、年間開催計画に基づき支援員の経験年数、職員

の配置も加味しながら、経営分析の手法や経営計画作成などの支援能力向上を図り地域の

活性化と支援課題解決にあたる。 

 

・ 一つの案件にチームで取組み人脈やネットワーク、技術など職員同士がお互いのノウハウ

共有に努めることで組織力を高め、質の高い支援に結び付けていく。支援会議の開催月 2

回を基本に随時開催、振り返りを持つことで一層の支援力の向上に努める。 

 

・ 若手職員の支援ノウハウの修得には、経営支援員研修の活用や巡回訪問や個別相談におい

てベテラン職員が同席を行うことで指導、助言を行い、業務日報から上席支援員がアドバ

イスを行うなど OJT を基本とした支援能力の向上に努める。 

 

・ 金融機関や税理士との連携で地域内情報の共有化を図ることで問題解決に共同であたる。
またエキスパート制度、ミラサポ制度など専門家を活用する際は必ず同席を義務付け、指

導、助言内容を学び支援力の向上に繋げる。 

 

【支援ノウハウ等を組織内で共有化する体制】 

個社（個別事業者）支援の内容については、経営カルテへ入力・登録するほか、南丹市

内事業所情報データベース（内部向け）へ蓄積する。また、経営状況の分析データ（財務・

非財務分析）、需要動向調査の結果についても南丹市内事業所情報データベース（内部向

け）へ収録する。 

これにより、特定の個社支援の流れ及び支援手法を一体化して見える化でき、小規模事

業者情報など支援に有用なデータの蓄積・保管及び利用が容易に行える。 

経営支援員個人に蓄積しがちな支援手法・ノウハウや成功事例等について組織内で共有
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する仕組みを構築する。 

地域経済動向調査の結果については、当商工会ホームページへの収録及び会報誌への掲載

により、データ蓄積・保管及び利用が可能となる。 

 

③ 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 
経営発達支援計画に記載する事業を適正に遂行する為、年 1 回事業の評価、検証を行い、

見直しを実施する PDCA サイクルを構築する。 

 
評価・検証方法 

A) 第三者委員会と京都南丹広域振興局、南丹市、本会役員、職員等内部者による事業検
討委員会を設置し、事業の実施状況、成果の評価、検証を行い見直し案の提示を行う。

B) 三役会において、評価、見直し案の方針を決定する。 
C) 事業実施状況及び成果の評価、検証、見直し案の結果は理事会に報告し承認を受ける。
D) 事業の実施状況及び成果、評価、検証、見直し案の結果を本会のホームページで計画
期間中公表する。 

E) 更なる効果、成果をもとめ計画を遂行する。 
 

事業検討委員会のメンバー案 

外部委員 

イ) 有識者 2名(大学教授、中小企業診断士等) 

松本 誠一 氏〔近畿大学経営学部准教授〕 

森下 勉 氏〔有限会社ツトム経営研究所代表取締役・中小企業診断士 

      経済産業省 ローカルベンチマーク活用戦略会議委員〕 

ロ) 税理士 1名 

永田 健 氏〔株式会社ＫＣＭI代表取締役・税理士〕 

ハ) 金融機関支店長 1名 

大西 俊典 氏〔日本政策金融公庫西陣支店支店長〕 

ニ) 京都府南丹広域振興局担当室長 1名 

田村 弘之 氏〔京都府南丹広域振興局農林商工部商工労働観光室副室長〕 

ホ) 南丹市担当課長 1名 

下伊豆 仁史 氏〔南丹市農林商工部商工観光課課長〕 

ヘ) 京都府商工会連合会担当 1名 

  谷村 六夫 氏〔京都府商工会連合会経営支援部部長〕 

内部委員 

イ) 商工会監事 1名、職員代表 1名 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（平成 28 年 9 月現在）

（１）組織体制 

 

○経営発達支援事業実施体制（６名） 

    南丹市商工会   総括責任者   事務局長       

             実務責任者  経営支援課長 

             事業実施職員 経営支援員（4名） 

   

   ○商工会組織全体の状況 

                 会長 

                 

 副会長 ２名 

 

                 理事会 ２１名   別に監事 ２名 

                      

                 職員 １３名 

 

※事務局職員の内訳  

 

              事務局長 

 

              事務局次長 経営支援員 

                 

 

経営支援課      組織活性課        総務課 

 

    経営支援員７名   経営支援員 2名（兼務）  一般職員 ３名 

              一般職員１名 

 

 

 

（２）連絡先 

 

住所：京都府南丹市八木町八木東久保 28－1 

   担当：南丹市商工会 経営支援課 

電話：０７７１－４２－５３８０ 

   e-mail:nantan-sci@kyoto-fsci.or.jp 

      URL:http://nantan.kyoto-fsci.or.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 H29 年度 

(H29年 4月

以降) 

H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

必要な資金の額 30,500 32,500 34,500 36,500 38,500

 

人件費等 

事業費等 

展示会出展費等 

調査費 

23,000 

5,000 

1,000 

1,500 

24,500

5,500

 1,000

1,500

26,000

6,000

1,000

1,500

27,500 

6,500 

1,000 

1,500 

29,000

7,000 

1,000

1,500

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

① 京都府「小規模事業指導費補助金」⇒京都府に対して交付申請し調達。 
② 南丹市「経営支援事業補助金」⇒南丹市より調達。 
③ 会費収入⇒年 2回、会費の金融機関指定口座より引き落としとして調達。 
④ 手数料収入⇒各種共済等手数料より調達。 
⑤ 特別賦課金（展示販売会出店料他）⇒販売会出店料請求 

申込時徴収 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

① 事業計画策定支援に関すること 

 経営計画の作成 
 経営計画作成セミナー＆個別相談会の開催 
 創業セミナー＆個別相談会の開催 
 専門家派遣制度の利用 
② 事業計画策定後の実施支援に関すること 

 フォローアップ支援 
 創業・第二創業支援フォローアップ 
 専門家派遣制度の利用 
③ 新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 地域資源活用による新商品・新サービスの開発事業に係る支援 
 物産展・展示会・商談会への出展支援 
 インターネット販売によるＩＴ活用支援 
 ホームページ作成支援 
 プレスリリースの作成・発信による広報支援 
 観光産業支援 
 関係機関との連携による支援 

連携者及びその役割 

 

連携者 代表者名 所在地 

独立行政法人中小企業

基盤整備機構 

理事長 高田 坦史 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門 37森ビ

ル 

公益財団法人京都産業

２１ 

理事長 村田 恒夫 京都市下京区中堂寺南町１３４ 

京都府よろず支援拠点  京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都

府産業支援センター内 

京都府南丹広域振興局 局長 岩永 美好 京都府亀岡市荒塚町１－４－１ 

南丹市 市長 佐々木 稔納 京都府南丹市園部町小桜町４７ 

京都府商工会連合会 会長 沖田 康彦 京都市右京区西院東中水町１７京都府

中小企業会館４Ｆ 

全国商工会連合会 会長 石澤 義文 東京都千代田区有楽町１－７－１ 

有楽町電気ビル北館１９階 

日本政策金融公庫  

西陣支店 

支店長 大西 俊典 京都市上京区一条通御前通西入ル大上

之町８２ 

京都銀行 八木支店 支店長 山下 嘉文 京都府南丹市八木町八木杉ノ前２９ 

京都信用金庫  

八木支店 

支店長 樹山 嘉文 京都府南丹市八木町八木杉ノ前３５番

地１ 
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一般社団法人ネッパン

協議会 

代表理事 鉢嶺 登 東京都千代田区神田駿河台３－４ 龍

名館本店ビル４Ｆ 

一般社団法人日本販路

開拓支援協会 

代表理事 下村 豊 大阪市中央区谷町１－６－４天満橋八

千代ビル６Ｄ 

社団法人日本販路コー

ディネータ協会 

会長 
小塩 稲之 

理事長 

大山 充 

東京都北区赤羽西４－４－２倉上ビル

１Ｆ 

南丹市美山町観光協会 会長 神田 和行 京都府南丹市美山町安掛下２３ 

南丹市日吉町観光協会 会長 今井 昌仙 京都府南丹市日吉町殿田尾崎８－１

日吉町産業振興会館２階 

南丹市八木町観光協会 会長 片山 幹雄 京都府南丹市八木町八木東久保２９－

１（南丹市八木支所産業建設課内） 

一般社団法人南丹市美

山観光まちづくり協会 

会長 中川 幸雄 京都府南丹市美山町安掛下２３ 

 
連携の必要性と効果 

小規模事業者（経営者）からの相談内容が複雑・多様化しており、より専門的で高度な課題解決を求め

られている。これら当該ニーズに対応すべく各分野の専門家や関係支援機関と連携して満足度の高いサー

ビスを提供する必要性が生じている。 

これら他機関との連携により、商工会の支援機能を高める効果が見込まれる。 

また、関係先とのサポート体制を構築することにより、小規模事業者（経営者）へのきめ細かな対応が

可能となり、小規模事業者（経営者）の課題解決に繋がる有効かつ効果的な手法が実現出来る。 

 
＊各連携先の役割については、連携体制図に記載 
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連携体制図等 

 
＜全体図＞ 

南丹市全体の小規模事業者 

京都府 

南丹広域振興局 

南丹市 

中小企業庁（ミラサポ） 

中小機構 

京都産業２１ 

京都府よろず支援拠点 

京都府商工会連合会 

日本政策金融公庫 

京都銀行 

京都信用金庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国商工会連合会 

ネッパン協議会 

日本販路開拓支援協会 

日本販路コーディネータ協会 

南丹市美山町観光協会 

南丹市日吉町観光協会 

南丹市八木町観光協会 

南丹市美山観光まちづくり協会 

南丹市 

商工会 
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＜①事業計画策定支援に関すること＞      ＜②事業計画策定後の実施支援に関すること＞ 

南丹市全体の小規模事業者 

中小企業庁（ミラサポ） 

中小機構 

京都産業２１ 

京都府よろず支援拠点 

京都府商工会連合会 

日本政策金融公庫 

京都銀行 

京都信用金庫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南丹市 

商工会 
専門家派遣 

経営計画の作成 
経営計画作成セミナー＆

個別相談会の開催 

創業セミナー＆個別相談会

の開催 

情報交換 
創業資金・融資サポート

南丹市全体の小規模事業者 

中小企業庁（ミラサポ） 

中小機構 

京都産業２１ 

京都府よろず支援拠点 

京都府商工会連合会 

日本政策金融公庫 

京都銀行 

京都信用金庫 

京都府 

南丹広域振興局 

南丹市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南丹市 

商工会 

フォローアップ支援 
創業・第二創業支援フォローアップ

専門家派遣 

情報交換 

情報提供 

情報提供 

 
＜③新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること＞ 

南丹市全体の小規模事業者 

中小企業庁（ミラサポ） 

中小機構 

京都産業２１ 

京都府よろず支援拠点 

京都府商工会連合会 

日本政策金融公庫 

京都銀行 

京都信用金庫 

京都府 

南丹広域振興局 

南丹市 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南丹市 

商工会 

全国商工会連合会 

ネッパン協議会 

日本販路開拓支援協会 

日本販路コーディネータ協会 

南丹市美山町観光協会 

南丹市日吉町観光協会 

南丹市八木町観光協会 

南丹市美山観光まちづくり協会 

情報交換 
専門家派遣 

地域資源活用による新商品・新サービスの開発

事業に係る支援 

物産展・展示会・商談会への出展支援 

インターネット販売によるＩＴ活用支援 

ホームページ作成支援 

プレスリリース作成・発信による広報支援 

観光産業支援 

専門家派遣 

情報交換 

情報提供 

情報提供 

 
 


